
 

 

 

  令和 7 年 5 月 28 日付け川崎市公告第 953 号を次のとおり訂正します。 

 

   令和７年６月５日 

 

                            川崎市長 福 田 紀 彦 

 

【誤】 

11 審査方法 

（３）審査基準 

イ 事業実施体制 

 

ウ 事業の企画力 

  （エ）実現性 

   提案内容に具体性と実現性があるか。 

  （エ）資料作成 

対象公園の絞り込みについて、事業者の参入可能性を考慮した、実現性が

十分に検討できる提案になっているか。 
 

【正】 

11 審査方法 

（３）審査基準 

  イ 業務実施体制 

  

ウ 業務の企画・遂行能力 

  （エ）実現性 

対象公園の絞り込みについて、事業者の参入可能性を考慮した、実現性が

十分に検討できる提案になっているか。 

  （オ）資料作成 

提案書の文章、レイアウト等が分かりやすく、伝わりやすい表現、デザイ

ンになっているか。 
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